
■計画の概要
　多様化する市民のニーズに的確に対応し、全ての
市民に対して総合的、計画的かつ効果的な図書館
サービスを提供するため、本市の図書館および読書
施設の目指す図書館像を明らかにするとともに、明
確なサービス目標を指標として制定します。
■募集期間
　3月1日㈬～14日㈫
■資料の公表
 　佐原中央図書館、小見川図書館、市役所・各支
所1階情報コーナーで閲覧できるほか、市ホーム
ページでも閲覧できます。
■提出方法
　氏名・住所・電話番号を明記の上、佐原中央図書
館、小見川図書館（休館日を除く）または各支所に
持参するか、郵送、ファクス、メールのいずれかで
提出してください（電話での応募は不可）。用紙は、
各閲覧場所に設置しているほか、市ホームページか
らダウンロードできます。
■提出先
　佐原中央図書館　〒287-0003　佐原イ211
　 (55)1342　 toshokan.sa@city.katori.lg.jp

パブリックコメント

　市では、基本的な政策などを策定する際に、その
案を公表して意見を募集し、寄せられた意見を考慮
して意思決定を行う「パブリックコメント制度」を実
施しています。この制度に基づき、意見を募集します。

香取市図書館基本計画（案）

あなたの意見を
� お聞かせください

　4月から「家庭ごみの分け方」
と「ごみ収集カレンダー」が新し
くなります。自治会経由で3月か
ら配布していますが、アパート住
まいなどで自治会に入っていない
人は配布されない場合があります
ので、市役所、各支所で配布して
いるものを入手してください（市
ホームページでも確認できます）。

問環境安全課　☎（50）1248

のこと
かんガエル
ごみ

家庭ごみの分け方・ごみ収集カレンダーを配布

　昨年11月24日から新可
燃ごみ指定袋の販売が始ま
り、現在、旧可燃ごみ指定
袋との交換を行っていま
す。交換期限が迫りました
ので、早めに交換を済ませ
てください。
　なお、旧可燃ごみ指定袋
は今後も使用できます。
■交換場所
◇香取広域市町村圏事務組
合事務局（山田支所内）
◇市役所環境安全課
◇小見川支所管理班
◇栗源支所管理班
※販売店では交換できません
■交換期限　
３月31日㈮（開庁日のみ）

旧可燃ごみ指定袋の
交換は3月末まで

４月から始まります！プラマークの分別
■対象　プラマークのついた包装用品、
袋、トレイ、発砲スチロールなど

（チューブ類、ボトル類など、中身や汚れ
が残りやすいものは対象外）
■ごみの出し方　ペットボトルと同じ日に
同じ所へ、ペットボトルの袋と分けて出してください。
※指定袋はありません。透明または半透明の袋で出してく
ださい

新名称  旧名称 とるべき行動 

避難準備・
高齢者等避難開始 避難準備情報

避難に時間のかかる人（高齢者、体の不自由な
人、乳幼児を抱える人など）は避難を開始しましょ
う。それ以外の人もいつでも避難できるよう準備
し、危険だと思ったら早めに避難してください。

避難勧告    ※変更なし 避難勧告 速やかに避難を開始してください。

避難指示（緊急） 避難指示 緊急に避難してください。

　平成28年台風第10号による水害では、東北・北海道の各地で甚大な被害が発生し、
高齢者施設で適切な避難行動がとられなかったことから、多くの犠牲者が出ました。
そこで、高齢者などが避難を開始する段階であるということを明確にするため、「避
難準備情報」が「避難準備・高齢者等避難開始」に名称変更されました。

避難準備情報が
避難準備・高齢者等避難開始に名称変更
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▲左から、潮来市長、稲敷市長、神栖副市長、香取市長

問佐原中央図書館　☎（55）1343
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